
規  則 

 埼玉県公安委員会が行う公文書の開示等に関する規則等の一部を改正する規則をここに公布

する。 

  平成28年３月29日 

埼玉県公安委員長 阿 部 理 一 郎   

埼玉県公安委員会規則第４号 

   埼玉県公安委員会が行う公文書の開示等に関する規則等の一部を改正する規則 

 （埼玉県公安委員会が行う公文書の開示等に関する規則の一部改正） 

第１条 埼玉県公安委員会が行う公文書の開示等に関する規則（平成13年埼玉県公安委員会規

則第14号）の一部を次のように改正する。 

  第12条中「第23条」を「第24条第３項」に改める。 

  第13条中「第33条第１項」を「第37条第１項」に改める。 

  様式第１号及び様式第２号を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

できるだけ具体的に
記載してください。 

該当する番号を一つ
○で囲み、（ ）内
に必要な事項を記載
してください。 

開示の実施の方法に
希望するものがあれ
ば、□内にレ印を付
してください。 

様式第１号（第14条関係） 

 

公 文 書 開 示 請 求 書              

              

                               年   月   日 

（宛 先 ）   

 埼 玉 県 警 察 本 部 長             

 

                     住所又は主たる事務所の所在地 

                      〒 

 

                     氏名又は名称及び代表者氏名 

 

 

                     連絡先電話番号 

 

 

 埼玉県情報公開条例第７条の規定により、次のとおり公文書の開示を請求します。 
 

開示請求する公文書

の 名 称 又 は 内 容 

 

 

埼玉県情報公開条例

第７条に規定する公

文書の開示を請求す

ることができるもの

の 区 分 

 

 

１ 県内に住所を有する者 

２ 県内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体 

  事業所等の名称 

  所在地 

３ 県内に所在する事務所又は事業所に勤務する者 

  勤務先の名称 

  所在地 

４ 県内に所在する学校に在学する者 

  学校の名称 

  所在地 

５ 上記１から４までに掲げるもののほか、公文書の開示を必要と
する相当の理由を有する個人又は法人その他の団体 

  理由 

 
 

注 次の欄の記載は任意です。 
  
求 め る 開 示 の 

実 施 の 方 法 

 

１ 文書又図画の場合 

  □閲覧 □写しの交付（□送付を希望） 

２ 電磁的記録の場合 

  □用紙に出力したものの閲覧 

  □用紙に出力したものの交付（□送付を希望） 

  □専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴 

  □電磁的記録媒体に複写したものの交付（□送付を希望） 

注 以下の欄は、記入しないでください。 

担 当 所 属 
  

 電話番号  

備 考 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第２号（第14条関係） 

 

公 文 書 開 示 決 定 通 知 書                

                                   第 号 

                                年  月  日 

 

           様 

 

                            埼玉県公安委員会  印 

 

   年  月  日に開示請求のあった公文書については、埼玉県情報公開条例第14条第

１項の規定により、次のとおり開示することとしたので通知します。 

開 示 す る 

公 文 書 の 名 称 

 

開 示 の 日 時  

開 示 の 場 所  

求めることができる

開示の実施の方法等 
 

担 当 所 属 
 

 電話番号 

備 考  

注 １ 当日は、この通知書を担当者に提示してください。 
  ２ 都合により上記の日時に来られないときは、あらかじめ、その旨を電話

などで担当所属まで連絡してください。 
教   示 

１ 審査請求について 
 この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日
から起算して３か月以内に、埼玉県公安委員会に対して審査請求をすることがで
きます。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以
内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請
求をすることができなくなります。 

２ 取消訴訟について 
 この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日（１の審査請求
をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から
起算して６か月以内に、埼玉県を被告として提起しなければなりません。この場
合、当該訴訟において埼玉県を代表する者は、埼玉県公安委員会です。ただし、
この処分があったことを知った日（１の審査請求をした場合は、当該審査請求に
対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内であっても、
この処分の日（１の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決の日）の
翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することが
できなくなります。 



  様式第３号及び様式第４号中「異議申立て」を「審査請求」に、「60日」を「３か月」 

 に、「決定」を「裁決」に改める。 

  様式第15号中「開示決定等に対する不服申立て」を「    に対する審査請求」に、 

 「第22条」を「第24条第１項」に、「同条例第23号」を「同条第３項」に、「不服申立ての」 

 を「審査請求の」に、「不服申立てが」を「審査請求が」に改める。 

 （埼玉県公安委員会の保有する個人情報の保護等に関する規則の一部改正） 

第２条 埼玉県公安委員会の保有する個人情報の保護等に関する規則（平成18年埼玉県公安委

員会規則第２号）の一部を次のように改正する。 

  第20条中「第42条」を「第42条第３項」に改める。 

  様式第２号を次のように改める。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第２号（第 23条関係） 

第     号 

 年  月  日 

 

               様 

                        埼玉県公安委員会     印 

   

保有個人情報開示決定通知書 

 

     年  月  日に開示請求のあった保有個人情報について、埼玉県個人情報保護条

例第 21条第１項の規定により、次のとおり開示することとしたので通知します。 

開示する保有個人情報の 

名称等 

 

開示する保有個人情報の 

利用目的 

 

開示を実施することが 

できる日時 

（次のいずれか１日） 

         年   月   日     時 

         年   月   日     時 

         年   月   日     時 

開 示 の 場 所   

求めることができる 

開 示 の 実 施 の 方 法 

 

開示の実施に必要な事項 

 

担 当 所 属 
 

 電話番号 

備 考 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） １ 開示を受ける際は、この通知書及び開示請求に係る保有個人情報の本人であること

（法定代理人が開示を受ける場合には法定代理人本人であること及び法定代理人である

ことの資格、本人の委任による代理人が開示を受ける場合には当該代理人本人で

あること）を証明する書類を担当者に提示し、又は提出してください。 

２ 開示を実施することができる日時は、「開示を実施することができる日時」欄に記

載した日時のうち希望の日時を選択することができます。希望の日時は、この通知が

あった日から 30 日以内に、保有個人情報の開示の実施方法等申出書により申し出てく

ださい。 

３ 開示の実施の方法は、「求めることができる開示の実施の方法」欄に記載されてい

る方法から選択することができます。開示の実施の方法は、この通知があった日から

30 日以内に、保有個人情報の開示の実施方法等申出書により申し出てください。 

 

教 示 

 

１ 審査請求について 

  この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起

算して３か月以内に、埼玉県公安委員会に対して、審査請求をすることができます。た

だし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、こ

の処分の日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなく

なります。 

２ 取消訴訟について 

  この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日（１の審査請求をした

場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６か

月以内に、埼玉県を被告として提起しなければなりません。この場合、当該訴訟におい

て埼玉県を代表する者は、埼玉県公安委員会です。ただし、この処分があったことを知

った日（１の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った

日）の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分の日（１の審査請求をした場

合は、当該審査請求に対する裁決の日）の翌日から起算して１年を経過したときは、処

分の取消しの訴えを提起することができなくなります。 

 



  様式第３号、様式第４号、様式第13号、様式第14号、様式第20号及び様式第21号中「異議

申立て」を「審査請求」に、「60日」を「３か月」に、「決定」を「裁決」に改める。 

  様式第24号中「第41条」を「第42条第１項」に、「不服申立て」を「審査請求」に、「同条

例第42条」を「同条第３項」に改める。 

 （特例施設占有者の指定等に関する規則の一部改正） 

第３条 特例施設占有者の指定等に関する規則（平成19年埼玉県公安委員会規則第13号）の一

部を次のように改正する。 

  別記様式第２号裏面、別記様式第７号裏面及び別記様式第８号裏面中「60日」を「３か月」

に、「異議申立て」を「審査請求」に、「決定」を「裁決」に改める。 

 （埼玉県迷惑行為防止条例施行規則の一部改正） 

第４条 埼玉県迷惑行為防止条例施行規則（平成19年埼玉県公安委員会規則第８号）の一部を

次のように改正する。 

  別記様式第１号裏面及び別記様式第２号中「、行政不服審査法（昭和37年法律第160号）の

規定に基づき」を削り、「60日」を「３か月」に、「この処分を行った警察官の所属する警察

署長」を「埼玉県公安委員会」に、「処分については」を「処分の取消しの訴えは」に改め、

「、行政事件訴訟法（昭和37年法律第139号）の規定に基づき」を削る。 

 （埼玉県暴力団排除条例施行規則の一部改正） 

第５条 埼玉県暴力団排除条例施行規則（平成23年埼玉県公安委員会規則第４号）の一部を次

のように改正する。 

  様式第10号２面を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２面） 
                                 

命 令 を す る 理 由 

 

教   示 

１ 審査請求について 

  この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３

か月以内に、埼玉県公安委員会に対して、審査請求をすることができます。ただし、この処分が

あったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算

して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。 

２ 取消訴訟について 

  この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日（１の審査請求をした場合は、

当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内に、埼玉県

を被告として提起しなければなりません。この場合、当該訴訟において埼玉県を代表する者は、

埼玉県公安委員会です。ただし、この処分があったことを知った日（１の審査請求をした場合

は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内であっ

ても、この処分の日（１の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決の日）の翌日から

起算して１年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。 

（注） 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。 

 

 



  様式第11号２面を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２面） 
                                 

命 令 を 行 っ た 理 由 

 

口頭による中止命令に不服がある場合の注意事項 

１ 審査請求について 

  この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か

月以内に、埼玉県公安委員会に対して、審査請求をすることができます。ただし、この処分があっ

たことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１

年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。 

２ 取消訴訟について 

  この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日（１の審査請求をした場合は、当

該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内に、埼玉県を被

告として提起しなければなりません。この場合、当該訴訟において埼玉県を代表する者は、埼玉県

公安委員会です。ただし、この処分があったことを知った日（１の審査請求をした場合は、当該審

査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内であっても、この処

分の日（１の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決の日）の翌日から起算して１年を

経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。 

（注） 所定の欄に記載することができないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。 

 



 （埼玉県自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行細則の一部改正） 

第６条 埼玉県自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行細則（平成14年埼玉県公安

委員会規則第８号）の一部を次のように改正する。 

  第７条の見出し及び同条中「身分証明証」を「身分証明書」に改める。 

  別記様式第２号裏面中「異議申立て」を「審査請求」に、「60日」を「３か月」に、「決 

 定」を「裁決」に改める。 

  別記様式第３号を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記様式第３号（第４条関係） 

（表面） 

裏面に教示文があります。 

 

 

 

 

                             

   第    号 

認 定 取 消 処 分 通 知 書 

 

 認定年月日 

 認定証番号 

 住所 

 氏名又は名称               殿 

 

 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第７条第１項の規定により、自

動車運転代行業の認定を取り消したので通知します。 

 

 理由 

 

 

 

 

 

    年  月  日 

                      埼玉県公安委員会 印 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（裏面） 

 

 

教 示 文 

 

１ 審査請求について 

  この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算し

て３か月以内に、埼玉県公安委員会に対して、審査請求をすることができます。ただし、こ

の処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分の日の

翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。 

２ 取消訴訟について 

  この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日（１の審査請求をした場合

は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内に、

埼玉県を被告として提起しなければなりません。この場合、当該訴訟において埼玉県を代表

する者は、埼玉県公安委員会です。ただし、この処分があったことを知った日（１の審査請

求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して

６か月以内であっても、この処分の日（１の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する

裁決の日）の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起すること

ができなくなります。 



  別記様式第８号を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記様式第８号（第５条関係） 

（表面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

裏面に教示文があります。 

                              第       号 

                                年  月  日 

解  任  命  令  書 

 （自動車運転代行業者） 

  住 所 

              殿 

                             埼玉県公安委員会 印  

 

             安全運転管理者 
  あなたの選任している          を自動車運転代行業の業務の適正化に関 
             副安全運転管理者 
 
 する法律第19条で読み替えて適用される道路交通法第74条の３第６項の規定に基づき、 

 

 次の理由により解任を命じます。 
 

安全運転管理者・

副安全運転管理者

の住所氏名 

 

理      由 

 

 (注) 新たに安全運転管理者又は副安全運転管理者を選任し、変更届出書に必要な書類

を添付し、20日以内に主たる営業所を管轄する警察署長を経由して公安委員会に届

けてください。 



（裏面） 

 

 

教 示 文 

 

１ 審査請求について 

  この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算し

て３か月以内に、埼玉県公安委員会に対して、審査請求をすることができます。ただし、こ

の処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分の日の

翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。 

２ 取消訴訟について 

  この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日（１の審査請求をした場合

は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内に、

埼玉県を被告として提起しなければなりません。この場合、当該訴訟において埼玉県を代表

する者は、埼玉県公安委員会です。ただし、この処分があったことを知った日（１の審査請

求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して

６か月以内であっても、この処分の日（１の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する

裁決の日）の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起すること

ができなくなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  別記様式第11号中「身分証明証」を「身分証明書」に改める。 

  別記様式第12号裏面、別記様式第13号裏面及び別記様式第14号裏面中「異議申立て」を「審

査請求」に、「60日」を「３か月」に、「決定」を「裁決」に改める。 

 （埼玉県放置違反金に係る督促及び滞納処分並びに延滞金の徴収に関する規則の一部改正） 

第７条 埼玉県放置違反金に係る督促及び滞納処分並びに延滞金の徴収に関する規則（平成18

年埼玉県公安委員会規則第８号）の一部を次のように改正する。 

  別記様式第１号表面中「異議申立て」を「審査請求」に、「60日」を「３か月」に、「決 

 定」を「裁決」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成28年４月１日から施行する。 


